
在留（転出）届出済証明（30号）

○

○

内 容 申請人がわが国旅券法第16条，同法施行規則第12条に基づく在留届

又は転出届を提出したことを証明する。

すべて外国文で発給する。

使用目的 現地における就労，滞在許可申請又は転出のための引越荷物簡易通関手

続のため。

条 件 （1）旅券法第16条，同法施行規則第12条に定められた在留届又は転

出届を提出していること。

（2）本人が公龍へ出頭して申請する。ただし，やむを得ない事情がある

ときは代理人より申請できる。

（3）現地官憲当局から公館の証明を強く求められていること。

必要書類 （1）本人であることを確認できる公文書（例えば旅券，現地官憲当局発

行の写真付身分証明書又は自動車運転免許証等）

（2）代理人による申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任

状

形 式 外国文による証明で，一定形式による。

注意事項 （1）本来在留届は，不測の事態発生に際し，届出義務者及びその家族の

保護を目的としているので,同届について一般的証明の取扱いはないが，

現地の特殊事情で本人の利益保護の観点から特例としてこの証明を取扱

うこと ｡

（2）本人が未成年の場合，使用目的が本人の利益のためであるときは両

親である保護者が代理申請できる。この場合委任状等は不要。



在留（転出）届出済証明

坐鍾

（1）証明の内容 『

申請人がわが国旅券法第16条，同法施行規則第12条に基づく在留届を提出して

いることを証明（住所届出済証明） ，又は管轄区域を去る旨の届（以下「転出届」と

いう。 ）を提出していることを証明（転出届出済証明）するもの。すべて外国の官憲

当局等あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

現地迄おける就労,滞在の許可申請離任,帰国等の転出手続等のため,現地官憲
当局等に提出して使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収

○

_三二塁_遮灸住

（1）旅券法第16条，同法施行規則第12条に定められた在留届又は転出届をすべき者

又は同居の家族であって，これらの届出をしていること。

（注）在留届等の申請と同時でもよい。

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代

理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任

状を提出させる。

（注2）本人が未成年の場合で；使用目的が本人の利益のためであるときは，親又は

法定代理人が申請できる。本人の委任状等は不要。

（3）現地官憲当局から公館の証明を強く求められている等の理由があること。
○

a必_要害_類

（1）本人であることを確認できる公文書（例えば，旅券，現地官憲当局発行の写真付身

分証明書）代理人による申請の場合は代理申請依頼状又は委任状

（2）住所証明の場合,更に,住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書(居住証明書，

外国人身分証明書，外国人登録書，運転免許書，労働・就労許可証，納税証明書等で

本人の住所氏名が記載されているもの）

4作成要領

（1）申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，在留届出済

証明か転出届出証明かを決める。

（2） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（3）在留届，転出届が提出されており，その内容が申請内容と一致していることを確認
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する。更に根拠文書により，住所を確認する。

（4）在留届，転出届をもとに証明書に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）

を記入の上，公館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省の許可を受けた者）が署

名し,その下に官職氏名を記入して,丸型館印を押す(青又は黒スタンプインキ使用)。

（5）完成した証明書の写をとる。

（6）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

（7）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

（8）申請書，証明書及び提出文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

、

○
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(仏語）在留（転出）届出済証明(sO号）形式1

CERJrmlCAT

Nom:

P塑面OInS:

Daizeaen2issance:

Passeport:No

Domicileactuel:
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○
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(Nometpr6nom) :

(titre) :
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(Frais: ）



(仏語）在留（転出）届出済証明(3o号）形式2

CERnFIcAT
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(西語）在留（転出）届出済証明(so号）形式1
Np

CERTIFICADO

Apemdos:

Nombre:

Fechadenacimiento:

Niimerodepasaporte:

DomicilioactUal:

○
LAEMBAJADADELJAPONENESFMA
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(西語）在留（転出）届出済証明(so号）形式2

M

CERTIFICADO

Apemdos:

Nomhre:

FeChadenacirniento:

Nfmerodepasaporte:

Salida: de…….…..…a.…….…… ｰ

el……..ae.….…..ae20…….…(osObre..……）

○

LAEMBAJADADELJAPONENESPANA

CERﾉrlFICA
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形式1

Cert.No.
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形式2

Cert.No.

CERrrlCATE
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